
太陽光発電による売電収入がある方へ 

 

 

●自宅等に太陽光発電設備を設置し、発電した電力の全量又は余剰を電力会社に売却している

場合、売電による所得について所得税の確定申告又は市民税・県民税の申告が必要です。 

●太陽光発電の所得が年間２０万円以下の場合には、所得税の確定申告は不要ですが、市民税・

県民税の申告は必要です。 

   この場合であっても、住宅ローン控除１年目などで所得税の確定申告をする場合は、２０万

円以下の太陽光発電の所得も含めて確定申告をする必要があります。 

参考 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人｜国税庁 (nta.go.jp) 

なお、市役所での申告相談会では、住宅ローン控除１年目の申告相談はできません。 

●売電による所得は、雑所得（事業所施設等に設置の場合等は事業所得）となります。 

●買取価格等の領収書類については、７年間の保管義務があります。 

 

 

 

 

①売電収入 

太陽光で発電した電力を、電力会社に売却して得た額が収入となります。 

  ※１月～１２月に電力会社が検針を行った分が、その年の収入です。 

 

②必要経費 

太陽光発電設備の設置費用から補助金を差し引き、１７年に分けて計上します。 

そのうちの年間総発電量に占める年間売電量の割合が必要経費となります。 

 

 

 

※１ 償却率は１７年の場合０.０５９となります。年の途中で設置した場合は月数で按分します。 

※２ 年間売電量に自家消費電力量を加えた量が年間総発電量となります。総発電量は各家庭

のメーターで御確認ください。 

なお、全量売電の場合の年間総発電量は、年間売電量と同じになります。 

 

≪塩尻市公式ホームページでは太陽光発電の売電所得を計算するツールを公開しています≫ 

 

           URL：https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/3/3202.html 

 

 

 

 

●１０ｋW 以上の太陽光発電設備を設置して、発電出力量の全量又は余剰を売電する場合、償却

資産としての申告の対象となり、固定資産税が課税されます。 

●償却資産申告書をお送りしますので、塩尻市総務部税務課資産税係（TEL：0263-52-

0639）まで御連絡ください。

所得 ＝ 売電収入（①） － 必要経費（②）

（②） 

必要経費 ＝ （設置費用－補助金） × 償却率（※１） × （年間売電量÷年間総発電量（※２）） 

所得の計算方法 

償却資産（固定資産税）の申告について 

売電による所得は、申告が必要です 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/3/3202.html


≪参考≫ 

 

 

 

 

 

売電収入【Ａ】   １５３，０００円 

設置費用【Ｂ】   ２，０００，０００円 

補助金【Ｃ】   ８０，０００円 

償却率【Ｄ】   ０．０５９ （１７年で償却の場合） 

    ※年の途中で設置した場合は月数で按分します。 

年間売電量【Ｅ】    ３，７００ｋWｈ （検針日が１月１日から１２月３１日までの合計） 

年間総発電量【Ｆ】  ４，０００ｋWh （各家庭の太陽光発電の総発電量メーターで確認します） 

 

●必要経費【Ｇ】の計算 

（設置費用【Ｂ】－補助金【C】） × 償却率【D】  × （年間売電量【E】÷年間総発電量【F】） 

＝（２，０００，０００－８０，０００）   ×  ０．０５９   × （３，７００÷４，０００） 

＝      １，９２０，０００       ×  ０．０５９   ×     ０．９２５ 

＝１０４，７８４ 

 

●売電所得の計算 

売電収入【A】－必要経費【Ｇ】 

＝１５３，０００－１０４，７８４＝４８，２１６（円） 

 

この結果、売電収入から必要経費を引いた４８，２１６円が、この年の売電所得となります。 

 

担 

 

当 

塩尻市総務部税務課市民税係 

ＴＥＬ：0263-52-0280 （内線 1132） 

FAX：0263-53-8180 

検針月日が 1月 1日から１２月３１日 

までの分がその年に申告する内容です。 

お支払い金額の合計が 

その年の収入額です。 

受給電力量の合計が、 

年間の売電量です。 

電力会社からの明細イメージ 

売電所得の計算例 


